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(57)【要約】
【課題】サテン状外観を得るためのエマルション法に用いることのできる新たな界面活性
剤やその他添加剤を探索する。
【解決手段】ニッケルめっき浴に界面活性剤を含有させたサテンニッケルめっき浴であっ
て、界面活性剤として、フェニル基で置換されていてもよい炭素数１０以上のアルキル基
を有するポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸エステルを少なくとも１種含有する
ことを特徴とするサテンニッケルめっき浴および前記サテンニッケルめっき浴で電気めっ
きすることを特徴とするサテンニッケルめっき方法。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ニッケルめっき浴に界面活性剤を含有させたサテンニッケルめっき浴であって、界面活
性剤として、フェニル基で置換されていてもよい炭素数１０以上のアルキル基を有するポ
リオキシエチレンアルキルエーテルリン酸エステルを少なくとも１種含有することを特徴
とするサテンニッケルめっき浴。
【請求項２】
　フェニル基で置換されていてもよい炭素数１０以上のアルキル基を有するポリオキシエ
チレンアルキルエーテルリン酸エステルが、ポリオキシエチレントリデシルエーテルリン
酸エステル、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸エステルまたはポリオキシエチ
レンスチレン化フェニルエーテルリン酸エステルから選ばれるものである請求項１記載の
サテンニッケルめっき浴。
【請求項３】
　被めっき物を請求項１または２に記載のサテンニッケルめっき浴で電気めっきすること
を特徴とするサテンニッケルめっき方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被めっき物にサテン状外観のニッケルめっき皮膜を形成させることを可能に
したサテンニッケルめっき浴およびサテンニッケルめっき方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、サテン状外観のニッケルめっき皮膜を形成する方法としては、素地をサンドブラ
ストやショットブラストなどの機械的な処理で荒らす方法、ニッケルめっき浴中に非導電
性微粒子を物理的に分散させ共析させる方法（コンポジット法）、等が行われてきた。
【０００３】
　しかしながら、ブラスト加工は極めて高価となり現在のめっき工程において適当ではな
い。コンポジット法は微粒子を均一に分散させるための装置構築において高価であり、得
られるサテン状外観にムラを生じやすい。
【０００４】
　そのため、サテン状外観のニッケルめっき皮膜を容易に得るためにニッケルめっき浴中
に界面活性剤を複数添加し、エマルションを形成させ電解による皮膜析出を阻害させてサ
テン状外観を得る方法（エマルション法）が提案されている。
【０００５】
　このエマルション法では、界面活性剤として、カチオン系界面活性剤やノニオン系界面
活性剤のどちらか、あるいはこれらの両方を用いるのが一般的であった（例えば、特許文
献１参照）。
【０００６】
　しかしながら、特に装飾関係の分野にあっては多様なクモリ具合のサテン状外観の需要
があるため、サテン状外観を得るためのエマルション法に用いることのできる新たな界面
活性剤やその他添加剤を新たに探索することが要求されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特許第４３８２６５６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、上記した従来技術の現状に鑑みてなされたものであり、サテン状外観を得る
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ためのエマルション法に用いることのできる新たな界面活性剤やその他添加剤を探索する
ことを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を行なった結果、エマルション法ではサ
テン状外観が得られないと当業者に認識されていたアニオン系界面活性剤の中でも特定の
構造のものを用いることにより、サテン状外観のめっきが得られることを見出し、本発明
を完成した。
【００１０】
　すなわち、本発明はニッケルめっき浴に界面活性剤を含有させたサテンニッケルめっき
浴であって、界面活性剤として、フェニル基で置換されていてもよい炭素数１０以上のア
ルキル基を有するポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸エステルを少なくとも１種
含有することを特徴とするサテンニッケルめっき浴である。
【００１１】
　また、本発明は被めっき物を上記サテンニッケルめっき浴で電気めっきすることを特徴
とするサテンニッケルめっき方法である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、従来、エマルション法においてサテン状外観が得られないとされてい
たアニオン系界面活性剤を用いてサテン状外観が得られる。しかも、アニオン系界面活性
剤は少なくとも１種用いれば良いため、浴の調製や管理も容易である。
【００１３】
　また、本発明で得られるサテン状外観もカチオン系界面活性剤やノニオン系界面活性剤
を添加しためっき浴から得られるものとは、反射具合が異なり、クモリ具合が微妙に異な
るため、めっき製品にこれまでと異なるサテン状外観を付与することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明のサテンニッケルめっき浴（以下、「本発明浴」という）は、従来公知のニッケ
ルめっき浴に界面活性剤を含有させるタイプのサテンニッケルめっき浴であり、そこに用
いる界面活性剤として、フェニル基で置換されていてもよい炭素数１０以上のアルキル基
を有するポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸エステル（以下、単に「リン酸エス
テル」という）を少なくとも１種含有させるものである。なお、このリン酸エステルには
、リン酸のヒドロキシ基の水素がナトリウム等のアルカリ金属の塩に置換されているリン
酸エステル塩も含まれる。
【００１５】
　上記リン酸エステルとしては、例えば、ポリオキシエチレントリデシルエーテルリン酸
エステル、ポリオキシエチレンラウリルエーテルリン酸エステル、ポリオキシエチレンス
チレン化フェニルエーテルリン酸エステル等が挙げられる。なお、リン酸エステルのＨＬ
Ｂは特に限定されない。
【００１６】
　本発明浴におけるリン酸エステルの含有量は特に限定されないが、例えば、０.００１
～０.０５ｇ／Ｌ、好ましくは０.００２～０.０２ｇ／Ｌ、より好ましくは０.００６～０
.０１ｇ／Ｌである。
【００１７】
　本発明浴のベースとなるニッケルめっき浴は、従来公知のニッケル電気めっき浴の中か
ら選択すればよい。従来公知のニッケル電気めっき浴としては、例えば、硫酸ニッケルベ
ースのワット浴、スルファミン酸ニッケル浴等が挙げられる。
【００１８】
　本発明浴のベースとなるニッケルめっき浴の好ましい例としては、以下の組成を有する
硫酸ニッケルベースのワット浴やスルファミン酸ニッケル浴が挙げられる。
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＜硫酸ニッケルベース浴＞
　硫酸ニッケル：２８０～５００ｇ／Ｌ、好ましくは４００～４５０ｇ／Ｌ
　塩化ニッケル：２０～１００ｇ／Ｌ、好ましくは３０～４０ｇ／Ｌ
　ほう酸：２０～６０ｇ／Ｌ、好ましくは３５～４５ｇ／Ｌ
＜スルファミン酸ニッケルベース浴＞
　スルファミン酸ニッケル：２８０～６５０ｇ／Ｌ、好ましくは４００～５５０ｇ／Ｌ
　塩化ニッケル：０～４０ｇ／Ｌ、好ましくは０～２０ｇ／Ｌ
　ほう酸：２０～６０ｇ／Ｌ、好ましくは３０～５０ｇ／Ｌ
　なお、上記ニッケルベース浴において、塩化ニッケルは臭化ニッケルに置き換えられて
もよく、ほう酸はクエン酸に置き換えられてもよい。
【００１９】
　本発明浴には、最適なサテン外観を得るために、更に、サッカリン酸、ベンゼンスルホ
ン酸、ナフタリンジスルホン酸、アリルスルホン酸、ビニルスルホン酸、プロパギルスル
ホン酸およびそれらのナトリウム塩、カリウム塩等の従来公知のニッケルめっき浴に用い
られる一次光沢剤を添加することが好ましい。これら一次光沢剤は、１種または２種以上
を同時に用いることもできる。
【００２０】
　本発明浴における一次光沢剤の含有量は特に限定されないが、例えば、０.００１～２
０ｇ／Ｌ、好ましくは０.０５～１０ｇ／Ｌである。
【００２１】
　本発明浴には、本発明の効果を損なわない範囲で、従来公知のサテンニッケルめっき浴
に添加し得る、スルホコハク酸等の湿潤剤等の成分を更に含有させることもできる。なお
、本発明浴においては、リン酸エステルの１種のみでサテン状外観が得られるが、本発明
浴には、従来からサテンニッケルめっき浴に用いられている第４級アンモニウム等のカチ
オン系界面活性剤やポリエーテル等のノニオン系界面活性剤を更に添加してもよい。
【００２２】
　本発明浴は、例えば、上記した各成分を上記したニッケルベース浴に添加し、エマルシ
ョンが形成されるまで攪拌機や液循環設備で３０～６０分、十分に撹拌することにより調
製することができる。
【００２３】
　以上説明した本発明浴を用いて、これを従来公知のニッケルめっきと同様に被めっき物
へ電気めっきすることによりサテン状外観を有するサテンニッケル被覆製品が得られる。
【００２４】
　電気めっきの条件は、特に限定されず、通常のニッケルめっきの条件を用いればよい。
例えば、浴のｐＨは３～６の範囲内であればよく、好ましくは４.０～４.４の範囲である
。浴温は７０℃までの範囲であればよく、好ましくは５０～５５℃の範囲内である。陰極
電流密度は１～１０Ａ／ｄｍ２の範囲であればよく、好ましくは３～５Ａ／ｄｍ２の範囲
内である。本発明浴による電解処理時間は１～２０分であり、好ましくは７～１２分であ
る。また、電気めっきの際には撹拌装置によりめっき浴の撹拌や、揺動装置により被めっ
き物の揺動を行うことが好ましい。
【００２５】
　なお、本発明浴を用いてサテンニッケルをすることのできる被めっき物は、一般にニッ
ケルめっきをすることができる材質のものであれば特に限定されず、また、その形状も特
に限定されない。具体的な被めっき物としては、自動車用フロントグリル、エンブレムや
内装部品、携帯電話に使用されるボタンなどの各種装飾めっき用部品等が挙げられる。な
お、被めっき物は電気めっき前に、必要によりアルカリ脱脂、酸活性等の金属素材上の前
処理や、エッチング、触媒付与、触媒活性、化学ニッケルめっき等の樹脂素材上の前処理
を行ってもよい。
【００２６】
　更に、サテンニッケルめっき後は、従来公知の方法に従って、クロムめっき、スズ／コ
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【実施例】
【００２７】
　以下に、実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限定さ
れるものではない。
【００２８】
実　施　例　１
　　ニッケルめっき浴の調製：
　下記組成のニッケルめっきベース浴を５２℃に加温し、スターラー撹拌（３００ｒｐｍ
）により液循環を保持した状態で、表１に示す界面活性剤を添加しニッケルめっき浴を調
製した（ｐＨ４.２）。なお、浴温および液循環は、調製後から試験終了時まで保持した
。
 
【００２９】
＜ニッケルめっきベース浴組成＞
　硫酸ニッケル　　　　　　　　　　　　　　　４３０ｇ／Ｌ
　塩化ニッケル　　　　　　　　　　　　　　　　３５ｇ／Ｌ
　ほう酸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０ｇ／Ｌ
　アリルスルホン酸ナトリウム　　　　　　　　 １.５ｇ／Ｌ
　サッカリン酸ナトリウム　　　　　　　　　　　　５ｇ／Ｌ
【００３０】
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【表１】

【００３１】
実　施　例　２
　　ニッケルめっき皮膜の形成：
　実施例１で調製したニッケルめっき浴（浴１～１１）を５２℃にし、全電流２Ａ、１０
分間で試験試料として真鍮板を用いて、ハルセル試験を実施した。試験後、目視で外観を
評価した。その結果を表２に示した。
【００３２】
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【表２】

【００３３】
　ニッケルめっき浴に、アニオン系界面活性剤の中でもフェニル基で置換されていてもよ
い炭素数１０以上のアルキル基を有するポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸エス
テルの１種を含有させた浴（浴９～１１）だけでサテン状外観が得られることが分かった
。また、アニオン系界面活性剤を用いた浴（浴９～１１）で得られたサテン状外観は、カ
チオン系界面活性剤やノニオン系界面活性剤等を含有させた浴（浴２～４）で得られたサ
テン状外観と微妙にクモリ具合が異なっていた。
【００３４】
実　施　例　３
　　ニッケルめっき浴の調製：
　実施例１で用いたニッケルめっきベース浴に、表３に示す界面活性剤を添加する以外は
、実施例１と同様にしてニッケルめっき浴を調製した（ｐＨ４.２）。
【００３５】

【表３】

【００３６】
実　施　例　４
　　ニッケルめっき皮膜の形成：
　実施例３で調製したニッケルめっき浴（浴１２～１４）について、実施例２と同様にし
てハルセル試験を実施した。試験後、目視で外観を評価した。その結果を表４に示した。
【００３７】
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【表４】

【００３８】
　ニッケルめっき浴に、フェニル基で置換されていてもよい炭素数１０以上のアルキル基
を有するポリオキシエチレンアルキルエーテルリン酸エステルの１種を含有させた浴（浴
１２～１３）でも２種含有させた浴（浴１４）でもサテン状外観が得られることが分かっ
た。
【産業上の利用可能性】
【００３９】
　本発明浴は、被めっき物へサテン状外観を付与するために利用することができる。
 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
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